
令和５年 第126回（定例）新 温 泉 町 議 会 会 議 録（第５日）

令和５年９月29日（金曜日）

議事日程（第５号）

令和５年９月29日 午前９時開議

日程第１ 諸報告

日程第２ 認定第１号 令和４年度新温泉町一般会計歳入歳出決算の認定について（決算

特別委員会委員長報告）

日程第３ 認定第２号 令和４年度新温泉町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について（決算特別委員会委員長報告）

日程第４ 認定第３号 令和４年度新温泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について（決算特別委員会委員長報告）

日程第５ 認定第４号 令和４年度新温泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（決算特別委員会委員長報告）

日程第６ 認定第５号 令和４年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決

算の認定について（決算特別委員会委員長報告）

日程第７ 認定第６号 令和４年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決

算の認定について（決算特別委員会委員長報告）

日程第８ 認定第７号 令和４年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認

定について（決算特別委員会委員長報告）

日程第９ 認定第８号 令和４年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計決算の認定につい

て（決算特別委員会委員長報告）

日程第10 認定第９号 令和４年度新温泉町水道事業会計決算の認定について（決算特別

委員会委員長報告）

日程第11 認定第10号 令和４年度新温泉町下水道事業会計決算の認定について（決算特

別委員会委員長報告）

日程第12 認定第11号 令和４年度新温泉町公立浜坂病院事業会計決算の認定につい

て（決算特別委員会委員長報告）

日程第13 議案第 107号 町道二日市古市線新市橋上部工修繕工事請負変更契約の締結に

ついて

日程第14 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

日程第15 請願第５号 物価上昇に見合う老齢基礎年金の改善を求める請願書（民生教育

常任委員長報告）

日程第16 議員派遣について

日程第17 委員会の閉会中における所管事務調査の申し出について

－１－



本日の会議に付した事件
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定について（決算特別委員会委員長報告）

日程第４ 認定第３号 令和４年度新温泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について（決算特別委員会委員長報告）

日程第５ 認定第４号 令和４年度新温泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（決算特別委員会委員長報告）
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算の認定について（決算特別委員会委員長報告）
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算の認定について（決算特別委員会委員長報告）

日程第８ 認定第７号 令和４年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認

定について（決算特別委員会委員長報告）

日程第９ 認定第８号 令和４年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計決算の認定につい

て（決算特別委員会委員長報告）

日程第10 認定第９号 令和４年度新温泉町水道事業会計決算の認定について（決算特別

委員会委員長報告）

日程第11 認定第10号 令和４年度新温泉町下水道事業会計決算の認定について（決算特

別委員会委員長報告）

日程第12 認定第11号 令和４年度新温泉町公立浜坂病院事業会計決算の認定につい

て（決算特別委員会委員長報告）

日程第13 議案第 107号 町道二日市古市線新市橋上部工修繕工事請負変更契約の締結に

ついて

日程第14 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

日程第15 請願第５号 物価上昇に見合う老齢基礎年金の改善を求める請願書（民生教育

常任委員長報告）

日程第16 議員派遣について

日程第17 委員会の閉会中における所管事務調査の申し出について
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11番 岩 本 修 作君 12番 池 田 宜 広君

13番 中 井 勝君 14番 中 井 次 郎君

15番 小 林 俊 之君 16番 宮 本 泰 男君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 島 木 正 和君 書記 中 家 亨君

説明のため出席した者の職氏名

町長 西 村 銀 三君 副町長 西 村 徹君

教育長 西 村 松 代君 温泉総合支所長 西 澤 要君

牧場公園園長 嶋 津 悟君 総務課長 中 井 勇 人君

企画課長 水 田 賢 治君 税務課長 山 本 幸 治君

町民安全課長 小 谷 豊君 健康福祉課長 朝 野 繁君

商工観光課長 福 井 崇 弘君 農林水産課副課長 松 本 晃君

建設課長 松 井 豊 茂君 上下水道課長 谷 岡 文 彦君

浜坂病院事務長 宇 野 喜代美君 介護老人保健施設ささゆり事務長 松 岡 宏 典君

会計管理者 谷 渕 朝 子君 こども教育課長 吉 田 博 和君

生涯教育課長 西 脇 一 行君 調整担当 森 田 忠 浩君

代表監査委員 島 田 信 夫君

午前９時００分開議

○議長（宮本 泰男君） 皆さん、おはようございます。

第１２６回新温泉町議会定例会５日目の会議を開催するに当たりまして、議員各位に

は御参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本日は、令和４年度一般会計及び特別会計、公営企業会計の決算認定を中心に議事を

進めてまいりたいと存じます。

議員各位におかれましては、諸般の議事運営に御協力を賜りまして適切妥当な議決が

得られますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。

ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、第１２６回

新温泉町議会定例会５日目の会議を開きます。
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本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 諸報告

○議長（宮本 泰男君） 日程第１、諸報告に入ります。

議長から報告いたします。

９月１９日の会議以来、それぞれの会合に出席していますが、別紙の議会対外的活動

報告を見ていただくことで省略いたします。

次に、休会中の所管事務調査として常任委員会が開かれておりますので、その状況を

委員長から報告をお願いいたします。

初めに、議会運営委員会が９月１９日に開かれておりますので、委員長から報告をお

願いいたします。

中井議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（中井 次郎君） それでは、議会運営委員会の報告をさせてい

ただきます。

開会日時は、９月１９日でございます。

協議事項に入ります。第１２６回新温泉町議会定例会提出議案、議事運営についてで

あります。町長の提出、追加議案について報告がございました。

次に、閉会中の継続調査の申出についてであります。３点にわたって申出をすること

を決定いたしました。以上です。

○議長（宮本 泰男君） 中井委員長、ありがとうございました。

次に、総務産建常任委員会が９月２７日に開かれておりますので、委員長から報告を

お願いします。

竹内委員長。

○総務産建常任委員会委員長（竹内敬一郎君） 総務産建常任委員会の報告をいたします。

９月２７日開催、建設課、総務課の所管事務調査を行いました。

建設課は、協議事項１件です。町道二日市古市線新市橋上部工修繕工事請負変更契約

の締結については、新たに発生したひび割れを補修した後に補強工事が必要なため、炭

素繊維シート設置工事を追加するものであります。同一会期中に工事の内容は違います

が、同じ議案が２回出されたことについて質疑がありました。今回と同じ例はほかにあ

るのかとの質疑に対し、同じ事例はあるとの答弁でした。また、２回に分けることで工

期は３週間短縮するとのことです。追加工事の工期は１１月末日予定で、１２月１日か

ら通行可能となります。全体の工期完成は１２月末日の予定とのことです。

採決の結果、賛成５名、反対１名、賛成多数で委員会として了承いたしました。

総務課は、協議事項１件です。人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

は、説明を受けました。

以上、総務産建常任委員会の報告といたします。
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○議長（宮本 泰男君） 総務産建常任委員会委員長の報告は終わりました。

委員長報告のうち、協議事項について質疑があればお願いします。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） これで質疑を終わります。

竹内委員長、ありがとうございました。

以上で諸報告を終わります。

・ ・

日程第２ 認定第１号

○議長（宮本 泰男君） 日程第２、認定第１号、令和４年度新温泉町一般会計歳入歳出

決算の認定についてを議題といたします。

本案については、決算特別委員会委員長の報告を求めます。

中村茂委員長、お願いします。

○決算特別委員会委員長（中村 茂君） それでは、決算特別委員会の報告をいたしま

す。

当委員会に付託されました認定第１号、令和４年度新温泉町一般会計歳入歳出決算の

認定については、９月２１日、２５日、２６日及び２７日に委員会を開催し、審査を行

いました。

審査の過程につきましては、１５名で構成する委員会でありますので、詳細について

は省略し、審査結果のみ報告いたします。

認定第１号、令和４年度新温泉町一般会計歳入歳出決算の認定については、採決の結

果、賛成多数で認定することに決定いたしました。

以上、決算特別委員会の報告とさせていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 委員長の報告は終わりました。

審査報告に対する質疑は、議長を除く１５名の議員で構成される委員会でありますの

で、省略いたします。

中村委員長、御苦労さまでした。

これから討論に入ります。討論はありませんか。

まず、本案に対して反対者の発言を許します。

８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 改めまして、おはようございます。

決算認定に反対の立場で討論をさせていただきます。

決算認定は、当該年度の行政運営の適否を判断するもの。それは今後の予算編成や執

行に当たっての指針になるものだと考えています。議会は予算編成に当たって大きな役

割を担うことはできません。極端な場合を除き、一部を減額修正することはできても、

ほぼ賛成する選択肢しかないのが現状だと思います。

ある議員経験者の方がおっしゃっておられました。こども園を早く進めなさい、それ
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以外はちゃんと進んでいると思うからと。私は愕然としました。こども園は氷山の一角

だと私は考えています。私たちの発信がまだまだ足りていないことを実感しました。高

望みをしているのかもしれません。しかし、今の予算や執行が策を尽くしているとは思

えません。この町を元気にしているとは思えません。

行政指標がいいことについて、同僚議員が、公共施設の維持管理等ができていないこ

とにはならないのかと質疑され、即刻、総務課長が答弁されました。私は、またも愕然

としました。町に元気がなくなったとの町の方からの声に、私は、これでいいんだとは

言えません。昨年までは小さなことを取り上げて反対もしてきました。公共調達につい

ても改善はできます。ただ、まだまだ課題の認識を深めていただく必要があると思って

います。

浜坂高校の支援、浜坂中心市街地の活性化問題、日本遺産の活用、農業遺産の活用な

ど、課題は山積みだと思っています。まだまだできることはたくさんあると思います。

横並びを指標にすることは、横からも遅れていることだと思います。町当局に課題解決

に向けた意識を少しでも変えていただかなければ、議会の役目を果たせたとは言えない

と考えています。お一人でも多く発信に加わっていただけることを期待し、討論を終わ

ります。よろしくお願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 次に、本案に対し賛成者の発言を許します。賛成者の討論あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立多数、１４名であります。よって、令和４年度新温泉町一

般会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。

暫時休憩いたします。

午前９時１４分休憩

午前９時１５分再開

○議長（宮本 泰男君） 再開いたします。

ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、令和４年度新温泉町特別会計歳入歳

出決算及び公営企業会計決算の認定については、一括上程し、討論、採決は会計ごとに

行います。

・ ・
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日程第３ 認定第２号 から 日程第１２ 認定第１１号

○議長（宮本 泰男君） 日程第３、認定第２号、令和４年度新温泉町国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第４、認定第３号、令和４年度新温泉町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、認定第４号、令和４年

度新温泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、認定第５号、

令和４年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日

程第７、認定第６号、令和４年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、日程第８、認定第７号、令和４年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、日程第９、認定第８号、令和４年度新温泉町浜坂温

泉配湯事業会計決算の認定について、日程第１０、認定第９号、令和４年度新温泉町水

道事業会計決算の認定について、日程第１１、認定第１０号、令和４年度新温泉町下水

道事業会計決算の認定について、日程第１２、認定第１１号、令和４年度新温泉町公立

浜坂病院事業会計決算の認定についてを一括議題といたします。

本案について決算特別委員会委員長の報告を求めます。

中村茂決算特別委員長。

○決算特別委員会委員長（中村 茂君） それでは、決算特別委員会の報告を行います。

当委員会に付託されました認定第２号、令和４年度新温泉町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてから認定第１１号、令和４年度新温泉町公立浜坂病院事

業会計決算の認定についてまでの１０会計につきましては、９月２７日の委員会におい

て審査を行いました。

審査の過程につきましては、１５名で構成する委員会でありますので、詳細について

は省略し、審査結果のみ報告いたします。

審査結果でありますが、認定第２号、令和４年度新温泉町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、認定第３号、令和４年度新温泉町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定について、認定第４号、令和４年度新温泉町介護保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、認定第５号、令和４年度新温泉町浜坂地区残土処分場

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第６号、令和４年度新温泉町温泉地区

残土処分場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第７号、令和４年度新温泉

町七釜温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第８号、令和４年度新

温泉町浜坂温泉配湯事業会計決算の認定について、認定第９号、令和４年度新温泉町水

道事業会計決算の認定について、認定第１０号、令和４年度新温泉町下水道事業会計決

算の認定について、認定第１１号、令和４年度新温泉町公立浜坂病院事業会計決算の認

定についての６会計及び４公営企業会計につきましては、採決の結果、全会一致で認定

することに決定いたしました。

以上、決算特別委員会の報告とさせていただきます。

○議長（宮本 泰男君） 委員長の報告は終わりました。
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審査報告に対して、質疑は、議長を除く１５名の議員で構成された委員会であります

ので省略いたします。

中村委員長、御苦労さまでした。

認定第２号、令和４年度新温泉町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、これから討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立全員であります。よって、令和４年度新温泉町国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算については、認定とすることに決定しました。

認定第３号、令和４年度新温泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、これから討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものであります。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立全員であります。よって、令和４年度新温泉町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。

認定第４号、令和４年度新温泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

これから討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立全員であります。よって、令和４年度新温泉町介護保険事

業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。
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認定第５号、令和４年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、これから討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立全員であります。よって、令和４年度新温泉町浜坂地区残

土処分場事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。

認定第６号、令和４年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、これから討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立全員であります。よって、令和４年度新温泉町温泉地区残

土処分場事業特別会計歳入歳出の決算については、認定することに決定しました。

認定第７号、令和４年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、これから討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立全員であります。よって、令和４年度新温泉町七釜温泉配

湯事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。

認定第８号、令和４年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計決算の認定について、これか

ら討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立全員であります。よって、令和４年度新温泉町浜坂温泉配

湯事業会計決算については、認定することに決定しました。

認定第９号、令和４年度新温泉町水道事業会計決算の認定について、これから討論に

入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立全員であります。よって、令和４年度新温泉町水道事業会

計決算については、認定することに決定しました。

認定第１０号、令和４年度新温泉町下水道事業会計決算の認定について、これから討

論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立全員であります。よって、令和４年度新温泉町下水道事業

会計決算については、認定することに決定しました。

認定第１１号、令和４年度新温泉町公立浜坂病院事業会計決算の認定について、これ

から討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

この採決は、起立によって行います。
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本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立全員であります。よって、令和４年度新温泉町公立浜坂病

院事業会計決算については、認定することに決定しました。

・ ・

日程第１３ 議案第１０７号

○議長（宮本 泰男君） 日程第１３、議案第１０７号、町道二日市古市線新市橋上部工

修繕工事請負変更契約の締結についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、町道二日市古市線新市橋上部工修繕工事

請負変更契約を締結するにつき、新温泉町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決をお願いするものであります。

内容につきまして、建設課長が説明いたします。よろしくお願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 松井建設課長。

○建設課長（松井 豊茂君） 議案第１０７号、町道二日市古市線新市橋上部工修繕工事

請負変更契約の締結について説明をさせていただきます。

本契約案件につきましては、今月６日の本会議で議決をいただき、ひび割れ補修工事

を進めてまいりました。ひび割れ補修が終わり、引き続いて補強のための工事を行う必

要があり、変更契約を行う必要が生じましたので、御提案申し上げ、議決を求めるもの

でございます。

説明の都合上、審議資料３０ページをお開きください。このたび御提案申し上げる変

更契約の内容でございます。

１の変更理由でございます。本工事施工の途中で床版下面に発生した新たなひび割れ

を補修した後に、補強工事を行う必要が生じたことから、炭素繊維シート設置工を追加

する。

この内容につきまして説明をさせていただきます。

新市橋に発生したひび割れについては、ひび割れ注入工により隙間を塞ぐ作業が終わ

りましたが、橋が完成してから５０年が経過しており、当時と比べ、床版の強度が低下

していると思われ、ひび割れの補修だけで終わることは好ましくないと考えられるため、

補強を行う必要があります。補強の工法として、炭素繊維シートを床版の下の面に設置

する工法を適用します。

審議資料の３３ページをお開き願います。炭素繊維シートの特徴、施工手順、施工実

績についての資料となります。資料中、カーボン繊維シートという名前で記載している

ものは、炭素繊維シートのことでございます。
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炭素繊維シートの材料特性ですが、鉄と比較して、比重は約４分の１と軽く、引っ張

り強さは約１０倍あり、紫外線や塩害に対して高い耐久性を有しております。施工性に

おいては、資材が軽量であるため、重機を使用せずに、人力による施工が可能であり、

狭い空間における施工にも優れております。

炭素繊維シート工法は、接着剤を用いてコンクリート構造物の表面に炭素繊維シート

を貼り付け、強化プラスチック化することで曲げ耐力、剪断耐力、疲労寿命を向上させ

るとともに、ひび割れの抑制にも効果があります。

資料の中段右側の接着凡例図が施工断面図となります。下地処理工の矢印の上の部分

がコンクリート床版でございます。

施工手順でございますが、まず、下地処理です。床版の下の面のコンクリート表面が

できるだけ平たんになるように突起部分を削り、汚れを除去します。次に、プライマー

塗布ですが、コンクリートの表面に塗る樹脂で、コンクリートに浸透し、表面を強化す

るとともに、コンクリートと炭素繊維シートとの接着性を向上させる機能があります。

次に、プライマー塗布後のコンクリート表面の軽微な凹凸や段差にエポキシ樹脂系パテ

材を塗布し、滑らかにする、なだらかにする不陸修正工を行います。次に、コンクリー

ト表面に接着剤を下塗りし、炭素繊維シートを貼り付けます。貼り付けた炭素繊維シー

トの表面に、さらに接着剤を上塗りしたところで１層分の工程完了となります。引き続

いて２層目のシート貼りを同様の手順で行い、最後に仕上げの塗装を行います。

資料の下段には、兵庫県内の施工実績の一部を掲載しておりますので、御清覧願いま

す。

審議資料３１ページをお開きください。このたび追加する炭素繊維シート設置工は、

図の中の工事名の上に網かけをして、「【追加】炭素繊維シート設置工」と表記してい

る部分でございます。

審議資料３０ページに戻っていただきまして、２の変更内容は、追加工事として炭素

繊維シート設置工５５ ３２平方メートルです。

３、変更金額は、変更前請負額１億７６２万３００円、変更額４０３万２０

０円の増で、変更後請負額は１億１６５万５００円でございます。

議案第１０７号のページをお開き願います。議決事項としまして、契約の目的、町道

二日市古市線新市橋上部工修繕工事。契約の方法、随意契約。契約の金額、４０３万

２００円増、全体額１億１６５万５００円。契約の相手方、兵庫県美方郡新温泉

町芦屋３５１番地の９、日興建設株式会社、代表取締役、済木昭光でございます。仮契

約につきましては、９月２０日に締結しております。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 審議資料の中の「新市橋補修概要橋梁一般図（変更）」
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というのは、これは普通で言う設計図のことになるのでしょうか。であるなら、設計図

であるなら、その予算措置といいますか、それは幾らかかって、それでどこの部分で充

てたのかということと、それから、管理者、この工事に対しての管理者はどうなるのか。

前回の一番最初の工事のときは、設計者と管理者は別で、管理者は行政のほうがされた

ということでしたが、それは引き続き、この工事に関しても管理者は行政ということに

なるのでしょうか。

それと、新たなひび割れを補修した後に補強工事を行う必要が生じたことからという

ことがありますが、その補強工事をしなければならないという、なぜしなければならな

いのか、その根拠としては何なのか。必要があると判断した根拠をお聞きしたいと思い

ます。

それとともに、この炭素繊維シート、それと関連するのですが、炭素繊維シート設置

工を選択された、いろんな工法を考えないといけないので、それを決めるための、待っ

ていたらひび割れ、工事がずっと後になるので、短縮するためにひび割れ工事をすると

いうことで前回納得をさせていただきましたけども、じゃあ３週間かかって工法を決め

られて、この炭素繊維シートを選択をされたと思うんですが、当然、この設計図を描か

れた方が、これがいいよということで、この設計図になったと思うんですが、そういっ

たところの、なぜこれを選ばれたのかということが、ここからのあれでは伝わってこな

いという部分があると思うんですが、そこのところをお聞きしたいです。

○議長（宮本 泰男君） 松井建設課長。

○建設課長（松井 豊茂君） まず、１点目の、どこに今回、予算を充てたかという内容

でございますけれども、この橋梁一般図を御覧いただきまして、少し見にくいんですが、

「【追加】炭素繊維シート設置工」というふうに書いております部分の矢印の先、これ

が新市橋の床版工、この床版の下の面の部分でございまして、この下の面に炭素繊維シ

ートを貼り付けるということで、ここに予算を今回充てます。

それから、２番目の管理者でございますけれども、発注者は町でございますので、現

場、設計者は町でございます。現場の代理人、監督者ということで請負工事業者という

ことになっております。

３点目の、なぜ補強工事が必要かということでございますけれども、今回、新たにひ

び割れが多数発生しております。ひび割れの目地を詰める注入工は実施をいたしました。

しかしながら、また供用開始、車両が通るようになりますと荷重がかかってまいります。

荷重がかかりますと、また新たにひび割れの発生が懸念されると。さらにそういったこ

とが起きないように補強するための今回、工法ということになっております。

それから、この工法を決めた経過ということなんですけれども、ほかにも補強の工法

としましては、鉄板といいますか、鋼板を接着させるような工法もございますけれども、

鋼板につきましては重量、重たいということもありまして、橋への負担があるという中

では、この炭素繊維シートが非常に軽量で、強度的にも期待ができると。それから、使
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用実績も多数あるということで、今回の工法の適用となっております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） すみません、ちょっと勘違いをされて、私の言い方も悪

かったと思いますが、これが、一般図というものが設計図であるとしたら、当然、図面

を描いていただいたら、それの費用が生じるのではないかと。その費用はどこから出て

るのかということと、そのかかった費用が幾らなのかということを今お聞きしたつもり

でした。非常に聞き方が悪くて申し訳ありませんでした。

それと、なぜこの補強工事が必要だったかというところの根拠の中で、この前、浜坂

認定こども園の耐震診断のことがあったと思います。それで、耐震診断をした結果、き

ちっとした数値が出てきて、その数値に応じて耐震補強をする必要はないという結果が

導き出されたと思いますが、今回の場合も、それであるならば、きちっとした数値、ど

れだけの数値が出てきて、大丈夫なのだということを言っていただかないと、私は、す

みません、町民の皆さんに対して、聞かれた場合に、きちっとした返事ができないと。

何でこの追加工事が必要だったのというところの中で、いやいや、こういう数値がきち

っと出てきた中で、絶対にこれはしないと安全性が確保できないから、その中でしてま

すというふうな形の中で、私はきちんと、町民の皆さんに聞かれたときに、これだけ延

びてる工事ですので、しっかりとお答えをしたいということで、その数値、今、補強が

必要であるからと言われたんですが、その補強が必要であるという根拠、数字的な根拠、

そういったものはどこにあるのかということを求めたい。

それとともに、事例として今朝出された審議資料の中で、炭素繊維シートが兵庫県内

でこれだけの事例がありますよということで上げられてましたけども、この中に多分、

但馬は入っていないと思います。である以上、こちらは雪が降らないところの例ばっか

りだったと思います。じゃあ本当に、この炭素繊維シートが但馬管内で、先ほど言われ

た威力といいますか、そういったものを発揮するのかどうなのか、その辺のところをお

聞きしたいです。

○議長（宮本 泰男君） 松井建設課長。

○建設課長（松井 豊茂君） まず、１点目の、今回のこの図面等の作成費用でございま

すけれども、今、正確な数値は持っておりませんが、約８０万円程度だったと記憶して

おります。

それから、今回、どういった数値が発生をして、それに対しての補強かということで

ございますが、数値に関しては、これは把握しておりません。

判断をした根拠でございますが、今回のひび割れの状況をまず確認をして、このひび

割れの発生状況からしまして、このひび割れを補修した後に、補強といいますか、補修

がさらに必要かどうか、ここで判断をしておりまして、まだひび割れの発生状況が重大

な、重篤な状況ではないという中で、このひび割れの補修後に、それをさらに拡大させ

ないための補強ということで、この炭素繊維シートが適切であるというふうに判断をし
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ております。

それから、但馬では事例がないというお話でございます。十分但馬の管内の事例が調

べ切れてはおりません。でございますが、冬季の寒い時期に関しましても、この炭素繊

維シート工法、効力は発揮するものと理解しております。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 先ほど、管理者のところで、行政と施工業者が管理する

というような、ごめんなさい、ちょっと聞き違いだったら申し訳ないんですが、そのよ

うなことを言われましたけども、施工業者がきちんと工事を進めるかどうかということ

を見守るといいますか、ごめんなさい、ちょっと言葉が出てこないんですが、それが管

理者であるべきもんで、そこの部分を施工業者が兼ねるということは、私はちょっとあ

り得ないんではないのかなと思うんですけども、まずその辺のところと、それと関連し

まして、この工事、完成しましたよという形の中で、当然行政の、業者の管理者、引受

側が、じゃあこの工事がきちんと設計者が意図したとおりにできてるのかどうなのかと

いうことを、じゃあ、どなたが判断されるんですか。行政と施工業者の両方で判断され

るということなんですか、今の御返答でしたら。

そういうところと、それと、今回、２億円近いような金額で修繕をされるということ

は、向こう何年間かは修繕が必要がないというような認識で私はいるのですが、例えば

２０年であるだとか３０年であるだとか、向こう、そこのところは大丈夫だということ

の中で、この新たな、出された炭素繊維シートというのは新しい工法だという認識があ

るんですが、じゃあ、耐用年数的にしっかりと３０年間なりなんなりが、この繊維シー

トで保てれるのかどうなのか、そういったところはどうなんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 松井建設課長。

○建設課長（松井 豊茂君） 私の説明不足もございまして、申し訳ございません。

工事に関しましては、町の建設課が工事を発注をしまして、町の職員が監督員という

ことになります。請け負った業者のほうで、また現場の監督員ということで、現場施工

中は業者に現場の管理をお願いしていると。現場が出来上がりますと、それを町に引き

渡していただいて、検査ということで適格に設計書どおりできているかを検査をして、

問題ないということであれば引き渡していただいて工事代金をお支払いするということ

になります。ということで、工事が適切にできているかどうかの判断は、最終的には町

が判断するということになります。

それから、向こう何年間か、２０年、３０年大丈夫なのかという御指摘でございます

けれども、炭素繊維シート自体は劣化が非常に少ないという中では、かなり長期間の効

果は期待できると思っております。

それから、この炭素繊維シート工法自体は、国の土木研究所というところが設計指針

等を出しておりまして、既に平成の１１年頃から、もう工法としてはできてきておりま

すので、実績はかなり全国各地にあるというふうに理解しております。
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橋梁につきましては、５年置きに各橋梁、それぞれ点検をして、その時点でまた修繕

が必要であると判断すれば、またその必要な修繕を行って、またさらに長寿命化してい

くという今の流れとなっておりますので、新市橋につきましても、また前回の点検が１

年か２年前だったと思いますが、それからまた５年後に点検をして判断をするというこ

とになります。

○議長（宮本 泰男君） そのほかありませんか。

８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） ちょっと私、分からないので教えてほしいんですけども、

新市橋は、どういった車両が通行できるような設計がされていて、当初の設計のコンク

リート強度が幾らで、現在の、５０年経過した中での強度がどうなっていて、クラック

ができたという現状について、耐力が不足している、それについては設計者も判断され

ている。であれば、その不足している強度はどれだけで、今回の施工によってどれだけ

増すのか。

私は、このシートについては、阪神・淡路大震災のときの柱脚、橋とか、いろんなも

のの柱脚について、巻き付けるということが、鉄板とかを使うよりも合理的だというこ

とで多く採用されてきたことは認識があります。それは、炭素繊維がずっと、巻き付け

ることによって炭素繊維だけでの強度が確保できるということがあります。ところが、

床版の裏に貼り付けるというのは、コンクリートの強度がなければ、表面が剥がれるよ

うなコンクリートでは、幾ら付着しても強度が炭素繊維シートに伝達しない、そういっ

たことがあります。つまり、今回のコンクリートの強度がしっかりと確認できてなけれ

ば、この炭素繊維シートの強度を期待できない。設計者がこれを選んで、これだけだと

いう、例えば厚さの選択とかをされたのであれば、当然数値的なものが示されてなけれ

ば、設計したとは言えません。足りないから、ちょっと足したら、まあ足しになるねと

いうような設計の中で４００万円、我々が発注するということは到底ちょっと考えら

れないんですけど、その辺りについてのお考えをお聞かせください。

○議長（宮本 泰男君） 松井建設課長。

○建設課長（松井 豊茂君） 新市橋の設計荷重でございますが、ＴＬ－１４トンでござ

います。これが５０年経過して、今の状況が、強度がどれぐらいかということでござい

ますが、具体的な数値は分かりません。

それから、今回の炭素繊維シートをすることによって、どれぐらい強度が増すのか、

これについても、数値は分かりません。

今回の炭素繊維シートを適用する経過でございますけれども、先ほどのＴＬ－１４ト

ンという荷重、設計荷重でございます。このＴＬ－１４トンに対しての炭素繊維シート

の適用につきましては、先ほどの土木研究所の設計指針の中で、高強度の炭素繊維シー

トをひび割れと直角方向に１枚、１層以上接着させることが適切であるというふうなこ

とが明記されておりますので、これを基に設計業者のほうで、この工法が適切であると
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いうふうに判断をして、今回は新市橋のひび割れが縦横それぞれの方向に発生しており

ますので、縦方向と横方向、それぞれに炭素繊維シートを直角方向に、格子状に貼ると

いうことでの工法としております。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） コンクリートの設計強度は当然分かると思いますし、現

在の強度がどれだけであろうというのも、確認すれば分かることだと思います。設計を

するのであれば、それらの数値がなければ設計できないと思いますし、幾ら５年ごとに

確認するからと言いながら、もともと今回の補強で足りないような状況であれば、また

すぐに何らかの支障が起こってくるという可能性があります。ということは、今回の施

工自体が不適切だったという話にもなってしまう。ましてやコンクリートがちゃんとし

た強度を持っていなければ、この炭素繊維シートの強度自体が期待できないという現状

があります。そこについて、設計者が無頓着にこれでいいよというようにされたとした

ら、私は８０万円という対価はおかしいなという気がしますし、何らかの根拠は出され

てると思うんですけど、その辺りはいかがでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 松井建設課長。

○建設課長（松井 豊茂君） コンクリートの設計基準強度につきましては、３０ニュー

トン／平方ミリでございます。今回、この炭素繊維シートを設計業者のほうで採用する

ことが望ましいというふうに判断した理由としましては、先ほど申し上げました、土木

研究所の設計指針に基づいているということでございます。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。３回目です。

○議員（８番 河越 忠志君） 炭素繊維についての強度をここで議論しているわけでは

ありません。それはもう既に、私も資料を寄せましたけども、ちゃんとした強度を持っ

ていることは、もう既に実験等で確認されてますし、今お話ししたように、コンクリー

ト強度、それと施工についても熟練した技が要るということが書かれています。その辺

りについても、しっかりと発注者が確認せずに、施工者がやった後で、できたものを町

が確認するというのは、それは管理できてることにはなりません。そうなってくると、

いろいろな部分で、去年あった橋の修繕についても同様だったわけですけども、同じこ

とを繰り返していくということになってしまいます。コンクリートの強度が確認できて

ない状況の中で補強設計ができるというふうに私は考えられないんですけども、設計者

は、その辺りについてどんなふうに判断されて、この補強というものを、補強という設

計について受託されて、報告書はどんな報告書を出されているのか、その辺りについて

確認いただけますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 松井建設課長。

○建設課長（松井 豊茂君） 新市橋の橋梁点検の中で、コンクリート部分についての劣

化は非常に少ないというふうなことで、コンクリートの強度は、一定の強度はあるとい

う判断の中で、設計者のほうでこの炭素繊維シートを適用して、今回の炭素繊維シート、
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補強ということもありますが、新たなひび割れの発生を抑制するためにこれを適用して

おります。炭素繊維シートを床版の下に貼り付けるわけでございますけれども、特殊な

専用の接着剤等を用いて、炭素繊維シートが床版と一体化して効果を発揮するというこ

とで、この工法の適用については、専門家である設計業者の判断を我々も参考として、

していくという中では、今回の適用で適切であるというふうに考えております。

○議長（宮本 泰男君） そのほかありませんか。

３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 私も、シート自体のことでの質問ではないんですけども、

シートの使い方だとか、どう確認するのかというところについて質問したいと思います。

実績が兵庫県内だけだから見えないのかもしれないんですけれども、工事の概要のと

ころを見ると、橋脚の利用のほうが多くて、床版に貼り付けるだけみたいな形でのもの

というのがいまいち分からないんですけれども、道路なんかだとそういうふうな形で使

用してるのかもしれないですけども、橋とは使い方が違うのかなというふうに思うんで

すけれども、その辺りはどのように理解されているんでしょうか。

また、工事施工、設計した者が、確認が町がされるわけなんですけども、数値等を施

工前、施工後で比較をしない、不明ということですのでしないことになるんですけれど

も、その確認については、ああ、貼ってありますねという確認だけで済むというふうな

ことになるんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 松井建設課長。

○建設課長（松井 豊茂君） 橋脚につきましては、今回、特に修繕等、それから補強等

は行わないということでございますけれども、点検の中で橋脚についての補修は必要な

いという中で、上部工の今回、床版についての修繕補修が必要であるということでござ

いまして、それが、ひび割れが床版の下の面に発生しているということでございますの

で、これはやはり荷重が長年かかってきた結果、ひび割れが発生しているということが

考えられますので、その補強のための今回、炭素繊維シートの適用ということでござい

ます。

それから、強度等の確認ということでございますけれども、この工法がこういう手順

にのっとって施工されれば適切な強度が確保される、効果が発揮されるということが既

にこの指針の中で実証されておりますので、現場が適切に管理、施工されているという

中で判断をさせていただきます。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） すみません、最初のほうの質問なんですけども、質問の

意図としては、実績として床版に貼り付けるだけでしっかりとした強度が補強されると

いうふうな確認が取れているかというふうなところです。この兵庫県内の実績を見ると、

床版に貼り付けるだけみたいな形、この下の２つに関しては補修と書いてあるんですけ

れども、これがどういうふうな利用なのかちょっと分かりづらいので、橋の工事ですけ
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れども、同様の工事なのか、参考にできるものなのかがちょっと不明というところです。

また、この工事が施工をきっちりされていれば強度が確認できるということなんです

けれども、そのきっちりされているかどうかの確認というのが確認なんじゃないでしょ

うか。業者に任せているから、業者がきっちりやってくれているだろうというふうな確

認は、それは確認なんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 松井建設課長。

○建設課長（松井 豊茂君） １点目の貼り付けるだけで床版の強度の確保ができるかと

いうことで、事例にお示ししておりますそれぞれの工事の詳細な内容までは確認はして

おりませんが、下のほうの２工事については、橋梁の補修工事ということで、ここでも

あるいは床版にこういった、同様に炭素繊維シートを貼り付けというやり方が適用され

ているのかというふうに考えております。ただ、ちょっと正確なところは分かりません。

申し訳ございません。

それから、業者が適切に施工管理しているかということでございますけれども、施工

を着手しましたら、役場の主任監督員につきましても、それぞれの工程ごとに現場に赴

きまして適切に施工されているかは確認をしておりますので、適切な施工管理の確認に

は努めていきたいと、それをもって適切に施工されたという判断とさせていただいてお

ります。

○議長（宮本 泰男君） そのほかありませんか。ありませんね。

〔質疑なし〕

○議長（宮本 泰男君） 質疑を終結し、討論に入ります。

討論はありませんか。

まず、本案に対し反対者の発言を許可いたします。

５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 反対の立場で討論させていただきます。

まず、この工事につきましては、一番最初のひび割れが、発生を確認をしたのが６月

中旬であったというお話が出ました。それから、今９月です。それで、９月の最初の段

階で、まず工法が決まらないので、その前にとにかく工事を延ばしてはいけないのでひ

び割れを補修といいますか、させてくれということで、私は前回、いやいや、一日も早

く、それは通行止めが解除されて、皆さんにお使いをいただかなくてはいけないという

思いの中で、前回、私は賛成をさせていただきました。

でも、よくよく考えてみて、じゃあ６月中旬の段階でひび割れが、発生が確認をされ

て、その間、当然このひび割れはどういうことで起こってきているのかということをし

っかりと問題提起された中で話合いをされて、改修しなければならないという話になっ

たと思うんですけども、その間、工法が決まらなかったということに対して非常に疑問

点が湧いてきました。

それとともに、今日の話の中で、行政が数値を出さずに工事を進めるということがあ

－１９－



っていいのかどうなのか。それを、じゃあ、私は町民の皆さんから、何でこの工事、こ

んなに遅れてるの、何で渡れないの、使えないのと聞かれたときに、きちっと答えがで

きないです。行政がされる仕事である以上、きちんと、こういう補修工事が必要だ、補

強工事が必要だ、そのためにはしっかりとした数値というものを出していただかないと、

これは前に進めることはできないのではないかと思います。その意味で、今回反対をさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 次に、本案に対し賛成者の発言を許します。賛成者の討論あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） そのほかに討論ありますか。反対討論ですね。

８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 今回の件について、反対の立場で討論をさせていただき

ます。

床版にひびが入ったということは、強度が足りないということです。先ほどコンクリ

ート強度についてお尋ねしました。コンクリート強度は劣化が少ない。では、なぜ強度

が不足してひび割れが起こったのか。そこには要因があるはずです。設計者がひび割れ

は重篤ではないと判断されて、数値を表さずに、これでいいだろうと提案されて、数値

がない。それを発注者が何ら疑問なく承諾されて進められる。今、米田議員が言われた

ように、６月にひび割れが確認されたのであれば、当然それに対する対応についても、

その時点から検討がされるはず。

私は、補強は必要だと思います。ただ、その補強は、どう、どのタイミングで、いか

に効率よく、例えば先ほど鉄の鉄板を貼るという工法もあると言われました。鉄板を貼

るから重たくなる。重たくなったら、当然荷重が増えることになります。それと、費用

はどうだったのか。鉄板を貼って荷重が増えても、それ以上の安価な施工ができるので

あれば、またそれは得るところがある。今回の場合は工期を短縮するという大きな目的

があったので、その単価について、それを超えるものがあるとは思いますが、全く数値

のない、言うならば根拠のないお金が支出されてしまうということになる可能性を大い

に秘めていると私は思います。そういったことの中で、少しでも早く根拠を持った発注

をしていただきたい、そんな思いの中で、皆様にも御一考いただきたいと、そんなつも

りで討論をさせていただきました。どうぞ賢明なる御判断をお願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） ありませんね。これで討論を終わります。

これから本案を採決いたします。

採決は、起立によって行います。

本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
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〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立多数、１２名であります。よって、本案は、原案のとおり

可決されました。

暫時休憩いたします。１０時２０分まで休憩いたします。

午前１０時０９分休憩

午前１０時１９分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開します。

・ ・

日程第１４ 諮問第１号

○議長（宮本 泰男君） 日程第１４、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、現委員、井上諭委員が令和５年１２月３

１日をもって任期満了となるため、後任の推薦について意見を求めるものであります。

後任につきましては、中井孝吉氏をお願いいたしたく御提案申し上げるものでありま

す。

中井氏は、住所は新温泉町多子３２５番地、昭和３１年６月２７日生まれ、６７歳。

平成２９年３月まで町職員として上下水道課長、温泉総合支所長などを歴任。退職後の

現在は多子地区区長として地域活動に御尽力をされております。また、新温泉町人権教

育協議会委員に在籍されていたこともあり、人権意識が高いことから、委員として適任

と考え、御提案するものであります。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論は終わります。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入口を閉鎖いたします。

〔議場閉鎖〕

○議長（宮本 泰男君） ただいまの出席議員数は、議長を除く１５人です。

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に、９番、

重本静男君、１０番、竹内敬一郎君を指名します。

投票用紙を配付します。
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〔投票用紙配付〕

○議長（宮本 泰男君） 念のために申し上げます。本案について同意することに賛成の

諸君は賛成と、反対の諸君は反対と記載をお願いします。

なお、投票において賛否を表明しない投票、賛否が明らかでない投票は、会議規則第

８３条の規定により、反対とみなします。

投票用紙の配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検いたします。

〔投票箱点検〕

○議長（宮本 泰男君） 異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と名前を呼び上げますので、順番に投票をお願いします。

〔事務局長点呼、議員投票〕

１番 中村 茂君 ２番 西村 龍平君 ３番 岡坂 遼太君

４番 澤田 俊之君 ５番 米田 雅代君 ６番 森田 善幸君

７番 浜田 直子君 ８番 河越 忠志君 ９番 重本 静男君

10番 竹内敬一郎君 11番 岩本 修作君 12番 池田 宜広君

13番 中井 勝君 14番 中井 次郎君 15番 小林 俊之君

○議長（宮本 泰男君） 投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） ありませんね。投票漏れなしと認めます。投票を終わります。

開票を行います。重本静男君、竹内敬一郎君の開票の立会いをお願いします。

〔開 票〕

○議長（宮本 泰男君） 投票の結果を報告します。

投票総数１５票、賛成１５票。

以上のとおり、賛成全員であります。よって、本件については、同意することに決定

しました。

議場の出入口を開きます。

〔議場開鎖〕

・ ・

日程第１５ 請願第５号

○議長（宮本 泰男君） 日程第１５、請願第５号、物価上昇に見合う老齢基礎年金の改

善を求める請願書を議題といたします。
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請願に対する委員会の審査報告を求めます。

浜田委員長。

○民生教育常任委員会委員長（浜田 直子君） 民生教育常任委員会に付託された請願を

審査した結果を報告いたします。

請願第５号、物価上昇に見合う老齢基礎年金の改善を求める請願書。請願者、全日本

年金者組合但馬支部、支部長、曽我一作。

令和５年第１２６回新温泉町議会定例会１日目、９月６日の本会議において本委員会

に付託された事件です。その後、会期中における審査事件として、令和５年９月１４日

開催の委員会において審査を行いました。

委員会における審査経過を申し上げます。

本件は、若者も高齢者も安心して老後を暮らせるように、物価の上昇に見合う老齢基

礎年金の支給額の改善を行うことを求める請願である。委員会において本件の取扱いに

ついて意見を求めたところ、高齢者世帯、独居の方などは年金だけでは苦しいのが現状

であり、年金を削減すべきではない。年金の引上げと地域経済の活性化は別問題である。

物価上昇対策は、政府が今後方針を示すので現時点ではふさわしくない。生活保護費は、

町が直接支給しないので町財政を圧迫しないなどの意見が出されました。

審査の結果、採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。

以上、報告を終わります。

○議長（宮本 泰男君） 委員長の報告は終わりました。

審査報告に対する質疑がありましたらお願いします。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） ありませんね。

委員長、どうもありがとうございました。着席してください。

これから討論に入ります。討論はありませんか。討論ありますね。

まず、本請願に対する賛成者の発言を許可します。賛成者から発言を許可します。

１４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） それでは、物価上昇に見合う老齢基礎年金の改善を求め

る請願に賛成の立場から討論をいたします。

ガソリンや食品の高騰、猛暑による電気代の増加など、必要な生活費が激増していま

す。しかし、年金は物価高騰に追いつかず、厳しい生活を強いられています。物価高騰

に合う老齢基礎年金の引上げを求めます。

老齢基礎年金が引き上がると、厚生年金等の底上げにもなるわけであります。そのた

めの財源は、令和２年９月末で４０２兆０００億円の年金資産がございます。その一

部を取り崩せば十分対応はできるわけであります。年金額の引上げは中高年や若者の将

来不安を解消します。地域経済にも活力を与えるとこであります。

以上をもって賛成の討論といたします。
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○議長（宮本 泰男君） 次に、本請願に対する反対者の発言を許可します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） ありませんか。

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） これで討論を終わります。

これから、物価上昇に見合う老齢基礎年金の改善を求める請願書を採決します。

この採決は、起立によって行います。

この請願に対する委員長の報告は、不採択です。

この請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（宮本 泰男君） 起立少数、４名であります。よって、この請願は、不採択とす

ることに決定しました。

・ ・

日程第１６ 議員派遣について

○議長（宮本 泰男君） 日程第１６、議員派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。議員派遣につきましては、お手元に配付しました３件に派遣する

ことにしたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては、お手

元に配付しましたとおり派遣することに決定しました。

・ ・

日程第１７ 委員会の閉会中における所管事務調査の申し出について

○議長（宮本 泰男君） 日程第１７、委員会の閉会中における所管事務調査の申し出に

ついてを議題といたします。

各常任委員会及び議会運営委員会から、別紙のとおり閉会中における所管事務調査の

申出がされておりますので、これを承認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、申出のとおり承認することに決

定しました。

・ ・

○議長（宮本 泰男君） お諮りいたします。今期定例会の会議に付された事件は全て議

了いたしました。よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会したいと思

います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会は、本日をもって閉
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会することに決定いたします。

第１２６回新温泉町議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今期定例会は、去る９月６日の開会以来、本日まで、行政に当面する重要な課題及び

令和４年度決算認定などを審議してまいりました。

審議に当たりましては、議員各位の極めて熱心な御審議により、それぞれ適切妥当な

結論を得たものであります。その御精励に対し、深く敬意を表しますとともに、心より

厚く御礼を申し上げる次第です。

特に今回提案されました令和４年度決算認定につきましては、決算特別委員会に付託

をしまして、４日間にわたり審査をお願いいたしました。この間、中村茂決算特別委員

長並びに岩本修作副委員長におかれましては、大変な御労苦を賜り、厚く御礼を申し上

げます。

また、町長をはじめ執行部の皆様におかれまして、誠意を尽くしていただきまして説

明をいただき、深く敬意を表します。議会審議の過程での意見、特に決算審査において

表明された意見を十分に尊重されまして、今後の町政運営に反映されますよう強く望む

ものであります。

結びに、議員各位並びに町当局におかれましては、町政進展のために御努力を賜りま

すよう御祈念を申し上げまして、閉会の挨拶といたします。

町長、挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） ９月定例会の閉会に当たり、お礼の御挨拶を申し上げます。

今期定例会におきましては、私どもの提案させていただきました議案について、慎重

な御審議の結果の上、御議決を賜り、厚くお礼を申し上げます。

議員各位におかれましては、鋭意御精励を賜り、終始精力的に御審議を賜りましたこ

と、重ねてお礼を申し上げる次第であります。

決算特別委員会、補正予算、さらには一般質問等で賜りました御意見、御提案を今後

の行政運営に反映すべく努力いたしたいと存じます。

終わりに、議員各位におかれましては、秋冷のみぎり、御自愛いただきまして、ます

ますの御活躍をお祈り申し上げ、閉会に際しましてのお礼の御挨拶といたします。誠に

ありがとうございました。

○議長（宮本 泰男君） 以上をもって本日の会議を閉じます。

これをもって第１２６回新温泉町議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。

午前１０時４１分閉会
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